
「橋梁ＡＭ点検士（道路部門）」について

当 セ ン タ ー 主 催 「 橋梁 点 検 技 術 研 修 会」 修 了 証 資 格 が、 令 和 ３ 年 ２ 月 １０ 日 付 け で 「 橋 梁 Ａ Ｍ

点検士（道路部門）」として国土交通省登録資格に認定されました。

「橋梁ＡＭ点検士（道路部門）」は下記の業務に活用できます。

道路部門

橋梁（鋼橋） 点検業務

橋梁（鋼橋） 診断業務

橋梁（コンクリート橋） 点検業務

橋梁（コンクリート橋） 診断業務

令和３年２月１０日以前の修了証資格の取扱は下記のとおりとします。

１．青森県業務では、「橋梁ＡＭ点検士（道路部門）」と同等として取り扱います。

２．国土交通省登録資格認定に伴い、修了証の様式を別添のとおり変更します。

３． 従 来 の 資 格 名称 と 異 な る た め 、国 土 交 通 省 等 の業 務 に 関 連 す る 希望 者 に は 「 橋 梁 Ａ Ｍ 点

検士（道路部門）」登録証に再発行します。

４． 令 和 ３ 年 ２ 月１ ０ 日 付 け で 認 定と な っ た た め 、令 和 ２ 年 度 の 更 新研 修 会 を 未 受 講 で 資 格

が 今 年 度 末 で失 効 と な る 方 を 対象 に 、 ４ 月 ２ ７日 （ 火 ） に 県 民 福祉 プ ラ ザ で 別 途 更 新 研

修会を開催します。３月中旬に当センターＨＰに掲載となる予定です。



　修了証番号

まで

生年月日

あなたは当センター主催の橋梁点検技術更新研修会を修了したことを証する。

交 付 日 令和　　年　　月　　日

有 効 期 限 令和　　年　　月　　日

橋梁点検技術研修会　修了証

第　　　　　　号

本 籍 地

氏　　名

公益財団法人　青森県建設技術センター　理事長    　印

旧

　登録番号

まで有 効 期 限 令和　　年　　月　　日

公益財団法人　青森県建設技術センター　理事長    　印

交 付 日 令和　　年　　月　　日

橋梁ＡＭ点検士（道路部門）登録証

本 籍 地

第　　　　　　号

氏　　名

生年月日

　当センター主催の橋梁点検技術研修会を修了し、「橋梁ＡＭ点検士（道路部門）」
に登録したことを証する。
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